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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
係
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
施
行
後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
当
該
施
設
に
お
け
る
受

動
喫
煙
防
止
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す
る
実
態
調
査
等
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二
、
飲
食
提
供
施
設
に
係
る
既
存
又
は
新
規
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
混
乱
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
が
指
針
で
判

断
基
準
を
明
確
に
示
す
べ
く
、
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。 

三
、
指
定
た
ば
こ
に
よ
る
受
動
喫
煙
が
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
調
査
研
究
を
一
層
推
進
し
、
可
能
な
限
り
早
期
に

結
論
を
得
て
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
こ
と
。 

四
、
第
一
種
施
設
の
う
ち
学
校
等
子
ど
も
が
主
に
利
用
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
の
状
況
等
の
実
態
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
敷
地
内
完
全
禁
煙
の
実
施
の
可
能
性

に
つ
い
て
早
期
に
検
討
す
る
こ
と
。 



五
、
第
二
種
施
設
等
に
お
け
る
喫
煙
専
用
室
や
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
の
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
法
の
施
行
日
ま
で

に
喫
煙
専
用
室
等
を
設
置
す
る
事
業
者
の
負
担
に
鑑
み
、
早
期
に
示
す
こ
と
。
そ
の
際
、
喫
煙
専
用
室
等
か
ら
流
出
し
た
煙

に
よ
る
受
動
喫
煙
が
生
じ
な
い
よ
う
、
環
境
工
学
等
の
専
門
家
を
含
め
た
適
切
な
委
員
構
成
の
検
討
会
の
下
で
最
新
の
科
学

的
知
見
に
基
づ
い
た
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
中
小
事
業
者
に
対
し
、
費

用
の
助
成
や
税
制
上
の
措
置
等
の
適
切
な
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

六
、
喫
煙
可
能
店
か
ら
禁
煙
店
へ
の
変
更
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
施
設
内
が
受
動
喫
煙
の
生
じ
な
い
環
境
に
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
受
動
喫
煙
が
生
じ
な
い
状
態
に
至
る
状
況
を
条
件
ご
と
に
調
査
研
究
す
る
こ
と
。 

七
、
喫
煙
可
能
な
場
所
等
に
掲
示
す
る
標
識
に
つ
い
て
は
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
外
国
人
を
含
む
全

て
の
人
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
標
識
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
標
識
の
内
容
、
大
き
さ
、
掲
示
場
所
等
に
つ
い
て
早
期
に
示

す
こ
と
。 

八
、
保
健
所
の
業
務
量
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
保
健
所
の
体
制
の
更
な
る
充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
運
用
に
お
け
る
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
と
と
も
に
、
管
理
権
原
者
に
よ
る
適
切
な
退
出
命
令
の
発
出
な
ど
受
動
喫
煙
防

止
対
策
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 



九
、
第
二
次
健
康
日
本
21

で
示
さ
れ
た
成
人
の
喫
煙
率
の
目
標
の
確
実
な
達
成
に
向
け
、
喫
煙
を
や
め
た
い
人
へ
の
禁
煙
支

援
等
の
た
ば
こ
対
策
の
一
層
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
家
庭
に
お
け
る
受
動
喫
煙
の
機
会
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
取
組
や
、

妊
産
婦
や
未
成
年
者
の
喫
煙
を
な
く
す
た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

十
、
従
業
員
が
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
労
使
で
し
っ
か
り
話
し
合
い
、
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
む
と
と
も
に
、
管
理
権
原
者
等
が
二
十
歳
未
満
の
者
を
喫
煙
可
能
な
場
所
・
空
間
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
実
効
性
あ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
一
、
Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
枠
組
み
条
約
が
求
め
て
い
る
「
喫
煙
室
の
な
い
屋
内
完
全
禁
煙
」
実
現
に
向
け
、
課
題
の
整
理
や
周
知
・
啓

発
に
取
り
組
む
こ
と
。 

十
二
、
個
別
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
実
施
す
る
地
方
自
治
体
と
本
法
に
お
け
る
喫
煙
・
禁
煙
の
区
域
等
の
違
い
で
混
乱
が
生

じ
な
い
よ
う
、
分
か
り
や
す
い
表
示
の
徹
底
や
、
制
度
の
広
報
・
周
知
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
と
の
情
報
共

有
・
連
携
に
努
め
る
こ
と
。 

十
三
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
喫
煙
率
の
低
下
及
び
た
ば
こ
消
費
量
の
減
少
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

た
ば
こ
関
連
産
業
で
働
く
労
働
者
の
雇
用
等
を
注
視
し
、
そ
の
状
況
を
見
極
め
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 



十
四
、
本
法
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
の
検
討
規
定
を
踏
ま
え
、
本
法
の
施
行
状
況
や
受
動
喫
煙
防
止
対
策
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
い
、
適
切
に
公
表
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


